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謹
ん
で
輝
か
し
い
平
成
十
九
年

の
新
春
を
迎
え
県
内
各
神
社
の
社

頭
の
ご
神
威
の
昂
揚
と
神
職
、
氏

子
崇
敬
者
各
位
の
ご
健
勝
を
お
祈

り
し
、
新
年
の
お
慶
び
を
申
し
上

げ
ま
す
。

　

九
月
六
日
に
秋
篠
宮
殿
下
の
第

三
子
と
し
て
ご
誕
生
に
な
ら
れ
ま

し
た
悠
仁
親
王
殿
下
の
ご
成
長
と

末
長
い
お
幸
せ
を
お
祈
り
致
し
ま

す
。

　

さ
て
、
七
月
に
庁
長
と
い
う
大

役
を
お
受
け
致
し
ま
し
て
早
い
も

の
で
半
年
が
過
ぎ
よ
う
と
し
て
お

り
ま
す
。

　

そ
の
間
九
月
二
十
七
日
に
敬
神

婦
人
連
合
会
全
国
大
会
が
岡
山
の

地
で
開
催
さ
れ
全
国
か
ら
一
、
三

〇
〇
名
余
り
の
人
々
が
参
加
さ
れ

関
係
の
皆
様
方
に
は
大
変
お
世
話

に
な
り
ま
し
た
。

　

皆
様
方
の
ご
協
力
で
大
会
も
無

事
終
え
る
事
が
で
き
ま
し
た
こ
と

に
対
し
厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ
ま

す
。

　

次
に
就
任
当
初
申
し
上
げ
ま
し

た
よ
う
に
神
社
庁
の
機
構
の
点
検

作
業
に
着
手
致
し
ま
し
た
。
神
社

庁
の
ス
リ
ム
化
と
機
構
の
見
直
し

に
よ
っ
て
よ
り
よ
い
神
社
庁
の
運

営
が
で
き
ま
す
よ
う
に
と
委
員
の

皆
様
と
改
革
委
員
会
の
答
申
を

ふ
ま
え
て
検
討
を
重
ね
て
お
り
ま

す
。

　

又
本
年
二
月
に
は
伊
勢
神
宮
式

年
遷
宮
奉
賛
会
岡
山
県
本
部
の
設

立
が
予
定
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
世

界
に
類
の
な
い
我
が
国
固
有
の
麗

し
い
伝
統
文
化
の
中
心
で
あ
る
神

宮
式
年
遷
宮
に
さ
ら
な
る
ご
理
解

と
ご
支
援
を
賜
り
ま
す
様
に
お
願

い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

本
年
も
皆
様
方
に
と
り
ま
し
て

佳
き
年
で
あ
り
ま
す
よ
う
に
心
か

ら
祈
念
申
し
上
げ
ま
し
て
年
頭
の

ご
挨
拶
と
致
し
ま
す
。

神
社
庁
の

組
織
改
革
を
断
行

年
頭
の
ご
挨
拶

岡山県神社庁庁長

笹 井　和 男
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十
一
月
十
六
日
午
後
一
時
三
十
分
か

ら
神
社
庁
講
堂
に
於
い
て
、
平
成
十
八

年
臨
時
協
議
員
会
が
開
催
さ
れ
た
。

　

先
ず
神
殿
拝
礼
の
後
、
敬
神
生
活
の

綱
領
唱
和
に
続
き
庁
長
が
挨
拶
。
会
議

の
冒
頭
、
任
期
満
了
に
よ
る
議
長
、
副

議
長
の
選
任
が
行
わ
れ
、
議
長
に
伏
見

正
協
議
員
、
副
議
長
に
猪
木
英
市
協
議

員
が
選
任
さ
れ
、
次
の
議
案
の
審
議
が

行
わ
れ
た
。 神社庁組織改革を決議神社庁組織改革を決議神社庁組織改革を決議

臨時協議員会

◎ 

一
般
会
計
決
算
、
別
途
会
計
決
算
、

事
業
会
計
決
算
、
財
産
目
録

　

歳
入
合
計

一
億
三
、七
三
三
万
一
、六
七
四
円

　

歳
出
合
計

一
億
二
、〇
九
五
万
二
、二
三
四
円

　

次
年
度
へ
繰
越

一
、六
三
七
万
九
、四
四
〇
円

　

一
部
支
部
の
負
担
金
全
額
と
一
部
未

納
の
件
に
対
す
る
質
問
や
、
ア
ル
ゼ
ン

チ
ン
国
債
問
題
に
対
す
る
再
発
防
止
策

ま
た
、
不
活
動
法
人
対
策
を
行
う
よ
う

要
望
が
あ
っ
た
。

◎
平
成
十
八
年
度
補
正
予
算

　

歳
入
は
負
担
金
未
納
支
部
か
ら
の
完

納
や
遷
宮
奉
賛
会
等
か
ら
の
繰
入
に
よ

り
九
七
五
万
八
、九
〇
〇
円
の
増
、
歳

出
は
遷
宮
奉
賛
会
事
務
局
員
採
用
、
除

湿
器
設
置
費
、
遷
宮
懸
垂
幕
作
成
等
に

よ
る
増
額
と
各
種
積
立
金
の
見
直
し
に

よ
る
減
額
で
予
備
費
を
約
一
千
万
円
増

額
し
た
。

◎ 

支
部
規
則
準
則
、
神
社
関
係
者
大
会

企
画
委
員
会
、
役
員
報
酬
規
程
、
正

副
庁
長
退
任
慰
労
金
規
程
の
制
定
、

教
化
委
員
会
、
祭
祀
委
員
会
、
総
務

委
員
会
、
財
務
委
員
会
、
研
修
所
規

程
の
改
正

　

組
織
改
革
委
員
会
か
ら
の
答
申
書

に
基
づ
き
総
務
委
員
会
及
び
財
務
委
員

会
、
役
員
会
で
審
議
さ
れ
た
神
社
庁
の

組
織
改
革
案
が
提
出
さ
れ
、
教
化
委
員

会
に
青
少
年
対
策
委
員
会
を
組
み
込
む

案
に
反
対
意
見
も
あ
っ
た
が
、
多
数
決

で
全
案
可
決
承
認
さ
れ
た
。

　

正
副
庁
長
退
任
慰
労
金
規
程
は
多
数

決
に
よ
り
平
成
十
八
年
十
一
月
十
六
日

か
ら
施
行
す
る
事
と
な
っ
た
。
ま
た
追

加
議
案
で
神
社
庁
規
則
施
行
細
則
の
変

更
案
が
提
出
さ
れ
、
真
庭
郡
支
部
を
真

庭
支
部
に
浅
口
郡
支
部
を
浅
口
支
部
に

赤
磐
郡
支
部
を
赤
磐
支
部
に
そ
れ
ぞ
れ

変
更
す
る
事
が
可
決
承
認
さ
れ
た
。

　

今
回
の
組
織
改
革
は
、
肥
大
化
し
た

神
社
庁
の
組
織
を
ス
リ
ム
化
し
て
、
各

委
員
会
や
部
会
の
目
的
を
明
確
に
し
、

少
数
精
鋭
で
組
織
を
運
営
す
る
事
に
よ

り
、
迅
速
な
対
応
を
施
し
、
会
議
費
等

を
抑
え
る
事
が
目
的
で
あ
る
。

一
、
支
部
規
則
準
則
の
制
定

　

平
成
十
七
年
二
月
二
十
三
日
改
正
さ

れ
た
神
社
庁
規
則
第
四
十
条
の
変
更
に

伴
い
、
支
部
規
則
の
制
定
と
統
一
を
図

る
た
め
準
則
を
制
定
し
た
。
こ
の
準
則

に
従
い
各
支
部
は
支
部
規
則
を
神
社
庁

へ
提
出
し
て
庁
長
の
承
認
を
得
る
。

二
、
教
化
委
員
会
の
改
正

　

現
在
の
広
報
部
、
教
宣
部
、
事
業
部

の
三
部
会
制
を
、
神
宮
大
麻
頒
布
推
進

委
員
会
と
青
少
年
対
策
委
員
会
を
組
み

入
れ
、
教
宣
部
と
事
業
部
を
統
合
し
て

広
報
部
、
事
業
部
、
神
宮
奉
賛
部
、
育

成
部
の
四
部
会
制
と
し
、
委
員
長
は
理

事
の
あ
て
職
と
し
た
。

三
、
祭
祀
委
員
会
の
改
正

　

現
在
の
祭
式
部
会
、
雅
楽
部
会
、
特

殊
神
事
部
会
の
三
部
制
を
、
雅
楽
部
会

か
ら
祭
祀
舞
を
分
離
し
て
祭
儀
部
会
、

雅
楽
部
会
、
祭
祀
舞
部
会
、
特
殊
神
事

部
会
の
四
部
会
制
と
し
た
。

四
、
総
務
委
員
会
の
改
正

　

庁
長
直
轄
の
委
員
会
と
し
て
、
目
的

を
庁
長
か
ら
命
じ
ら
れ
た
神
社
庁
に
関

す
る
諸
問
題
解
決
の
方
策
を
講
じ
る
事

と
し
、
委
員
長
は
理
事
の
あ
て
職
と
し

た
。

五
、
財
務
委
員
会
の
改
正

　

庁
長
直
轄
の
委
員
会
と
し
て
、
目
的

を
神
社
庁
予
算
の
策
定
、
財
務
に
関
す

る
基
準
の
確
立
、
財
務
運
用
の
業
績
を

明
確
に
し
、
そ
の
適
切
な
管
理
を
行
う

事
と
し
、
委
員
長
は
理
事
の
あ
て
職
と

し
た
。

六
、
研
修
所
規
程
の
改
正

　

神
社
庁
研
修
所
に
神
職
の
生
涯
教
育

の
充
実
と
資
質
向
上
に
向
け
た
研
修
の

企
画
、
立
案
を
行
う
研
修
企
画
室
を
新

た
に
設
置
し
、
室
長
は
理
事
の
あ
て
職

と
し
た
。

七 

、
神
社
関
係
者
大
会
企
画
委
員
会
の

制
定

　

目
的
を
役
員
、
教
化
、
祭
祀
、
指
定

団
体
、
総
代
会
、
議
長
を
交
え
多
様
な

意
見
を
反
映
し
た
岡
山
県
神
社
関
係
者



平成１９年１月１日 第 102 号 （4）岡 山 県 神 社 庁 庁 報

大
会
の
企
画
を
行
う
と
し
、
委
員
長
は

庁
長
の
あ
て
職
と
し
た
。

八
、
役
員
報
酬
規
程
の
制
定

　

目
的
を
役
員
報
酬
の
範
囲
、
金
額
を

明
文
化
し
、
確
実
な
事
務
処
理
を
行
う

事
と
し
、
役
員
の
報
酬
を
年
俸
と
し
、

庁
長
二
四
〇
、〇
〇
〇
円
、
副
庁
長
一

六
〇
、〇
〇
〇
円
、
理
事
八
〇
、〇
〇
〇

円
と
し
た
。

九 

、
正
副
庁
長
退
任
慰
労
金
規
程
の
制

定

　

目
的
を
庁
長
、
副
庁
長
退
任
時
の
慰

労
金
の
範
囲
、算
定
根
拠
を
明
文
化
し
、

確
実
な
事
務
処
理
を
行
う
事
と
し
、
慰

労
金
支
給
は
役
位
ご
と
の
在
任
年
数
に

役
位
ご
と
の
役
位
係
数
を
乗
じ
た
値

に
、
そ
の
役
位
に
お
け
る
最
終
報
酬
額

を
乗
じ
て
算
出
し
た
金
額
の
合
計
金
額

と
し
た
。
庁
長
の
役
位
係
数
〇
・
三
、

副
庁
長
の
役
位
係
数
〇
・
二
五
。

　

一
〜
八
の
施
行
は
平
成
十
九
年
七
月

一
日
。
九
は
施
行
は
平
成
十
八
年
十
一

月
十
六
日
と
し
た
。

　

尚
、副
庁
長
は
担
当
部
署
を
設
け
ず
、

全
体
の
組
織
を
見
渡
し
柔
軟
な
対
応
が

で
き
る
位
置
付
け
と
し
た
。
変
更
後
の

組
織
図
は
下
の
通
り
。

階
位
検
定
委
員
会

表
彰
委
員
会

役員会

庁長

事
務
局

神
楽
部

神
楽
部

身
分
選
考
委
員
会

協
議
員
会

監
事

副庁長

理事

関
係
者
大
会
の
企
画

打
ち
合
わ
せ
の
必
要
な
担
当
主
任
の
会
議
は

直
前
に
別
途
実
施

事務長
事務員

講師 研修企画室

大
き
な
問
題
（
負
担
金
・
支
部
統
合
な
ど
）
に
対
処
す
る
た
め
に
、

随
時
設
置
・
廃
止
す
る

委員長
（庁長）
委員

財
務
委
員
会
（
理
事
）

総
務
委
員
会
（
理
事
）

渉
外
担
当
理
事

特
別
委
員
会

関
係
者
大
会

　
　
　

企
画
委
員
会

所長

広
報
部
会

事
業
部
会

神
宮
奉
賛
部
会

育
成
部
会

神
社
庁
・
神
社
界
の
広
報
等

神
社
振
興
・
神
社
神
道
の
啓
発
・
講
演
会
等

神
宮
の
奉
賛
・
神
宮
大
麻
等

神
社
の
協
力
団
体
・
青
少
年
の
育
成
等

祭
儀
部
会

祭
祀
舞
部
会

雅
楽
部
会

特
殊
神
事
部
会

祭
祀
舞
の
調
査
研
究
・
指
導

雅
楽
の
調
査
研
究
・
指
導

祭
祀
・
典
礼
の
調
査
研
究
・
指
導

特
殊
神
事
・
民
間
信
仰
の
調
査
研
究

教化委員会
（理事）祭祀委員会

役員会役員会

神
社
庁
研
修
所

室長（理事）
副室長
室員

研
修
の
企
画
・
立
案
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平成17年度
岡 山 県 神 社 庁

一般会計歳入歳出決算書
（平成17年7月1日～平成18年6月30日）

歳入総額 137,331,674円
歳出総額 120,952,234円
差引残高 16,379,440円

歳 入 の 部 (単位 :円)
科　　　　　目 予　算　額 決　算　額 差　　　異

Ⅰ　 神 饌 及 幣 帛 料 950,000 1,038,000 88,000
１　 本 庁 幣 600,000 627,000 27,000
２　 神 饌 及 初 穂 料 350,000 411,000 61,000

Ⅱ　 財 産 収 入 25,000 14,925 △10,075
１　 基 本 財 産 収 入 25,000 14,925 △10,075

Ⅲ　 負 担 金 36,920,000 33,994,530 △2,925,470
１　 神 社 負 担 金 25,844,000 23,831,650 △2,012,350
２　 神 職 負 担 金 9,230,000 8,540,320 △689,680
３　 支 部 負 担 金 1,846,000 1,622,560 △223,440

Ⅳ　 交 付 金 68,095,000 68,605,700 510,700
１　 本 庁 交 付 金 1,300,000 1,805,700 505,700
２　 神宮神徳宣揚費交付金 66,500,000 66,500,000 0
３　 本 庁 補 助 金 295,000 300,000 5,000

Ⅴ　 寄 付 金 3,150,000 3,475,000 325,000
１　 神 社 特 別 寄 贈 金 3,000,000 3,375,000 375,000
２　 寄 付 金 150,000 100,000 △50,000

Ⅵ　 諸 収 入 1,751,000 2,559,205 808,205
１　 表 彰 金 50,000 50,000 0
２　 預 金 利 子 1,000 264 △736
３　 申 請 料・ 任 命 料 1,000,000 1,716,000 716,000
４　 雑 収 入 700,000 792,941 92,941

Ⅶ　 繰 入 金
2,500,000
(3,000,000)

3,000,000
500,000

(0)

１　 繰 入 金
2,500,000
(3,000,000)

3,000,000
500,000

(0)

当 期 歳 入 合 計
113,391,000
(113,891,000)

112,687,360
△703,640

(△1,203,640)

前 期 繰 越 金
6,000,000
(24,644,314)

24,644,314
18,644,314

(0)

歳 入 合 計
119,391,000
(138,535,314)

137,331,674
17,940,674
(△1,203,640)

歳 出 の 部 (単位 :円)
科　　　　　目 予　算　額 決　算　額 差　　　異

Ⅰ　 幣 帛 料 3,050,000 3,045,000 △5,000
１　 本 庁 幣 2,250,000 2,251,500 1,500
２　 神 社 庁 幣 800,000 793,500 △6,500

Ⅱ　 神 事 費 300,000 292,506 △7,494
１　 神 殿 奉 斎 費 300,000 292,506 △7,494

Ⅲ　 事 務 局 費
26,280,000
(27,870,000)

26,125,100
△154,900

(△1,744,900)
１　 表 彰 並びに儀礼費 900,000 540,955 △359,045
（１ 各 種 表 彰 費） 600,000 370,955 △229,045
（２ 慶　　 弔　　 費） 300,000 170,000 △130,000
２　 会 議 費 300,000 188,765 △111,235
３　 役 員 関 係 費 1,820,000 1,604,650 △215,350
（１ 役　 員　 報　 酬） 1,200,000 1,034,000 △166,000
（２ 教 誨 師 関 係 費） 400,000 350,650 △49,350
（３ 視 察 研 修 費） 100,000 100,000 0
（４ 地 区 会 議 関 係 費） 120,000 120,000 0

４　 給料及び福利厚生費
12,410,000
(12,950,000)

12,470,013
60,013

(△479,987)

（１ 給 　 　 　 料）
6,660,000
(7,000,000)

6,960,000
300,000
(△40,000)

（２ 諸 　 手 　 当）
3,800,000
(3,900,000)

3,898,768
98,768
(△1,232)

科　　　　　目 予　算　額 決　算　額 差　　　異
（３ 各 種 保 険 料） 1,800,000 1,484,499 △315,501

（４ 職 員 厚 生 費）
150,000
(250,000)

126,746
△23,254
(△123,254)

５　 庁 費
5,550,000
(6,250,000)

4,909,105
△640,895

(△1,340,895)
（１ 備　　 品　　 費） 200,000 197,364 △2,636
（２ 図 書 印 刷 費） 450,000 388,647 △61,353
（３ 消　 耗　 品　 費） 1,000,000 1,057,405 57,405
（４ 水 道 光 熱 費） 1,100,000 847,228 △252,772
（５ 通 信 運 搬 費） 1,200,000 963,729 △236,271

（６ 傭　　 人　　 費）
1,500,000
(2,000,000)

1,364,850
△135,150
(△635,150)

（７ 雑　　　　　　　 費）
100,000
(300,000)

89,882
△10,118
(△210,118)

６　 交 際 費
850,000

(1,200,000)
1,396,367

546,367
(196,367)

７　 旅 費 3,800,000 4,535,530 735,530
８　 管 理 費 650,000 479,715 △170,285

Ⅳ　 指 導 奨 励 費 6,340,000 5,891,625 △448,375
１　 教 化 事 業 費 2,760,000 2,404,687 △355,313
２　 青 少 年 対 策 費 600,000 518,777 △81,223
３　 神 社 庁 研 修 所 費 1,050,000 1,175,686 125,686
（１ 研　　 修　　 費） 700,000 735,686 35,686
（２ 研 修 奨 励 費） 350,000 440,000 90,000
４　 祭 祀 研 究 費 250,000 146,475 △103,525
５　 各 種 補 助 金 1,680,000 1,646,000 △34,000
（１ 神 青 協 補 助 金） 500,000 500,000 0
（２ 氏 青 協 補 助 金） 50,000 50,000 0
（３ 県 教 神 協 補 助 金） 70,000 70,000 0
（４ 女子神職会補助金） 180,000 180,000 0
（５ 県 敬 婦 連 補 助 金） 100,000 100,000 0
（６ 神 楽 部 補 助 金） 80,000 80,000 0
（７ 作 州 神 楽 補 助 金） 20,000 20,000 0
（８ 支部長懇話会補助金） 200,000 200,000 0
（９ 神宮大祭派遣補助金） 30,000 30,000 0
（10 地 区 大 会 援 助 金） 450,000 416,000 △34,000

Ⅴ　 各 種 積 立 金
13,200,000
(18,200,000)

18,200,000
5,000,000

(0)
１　 職員退職給与積立金 1,000,000 1,000,000 0
２　 役員退任慰労金積立金 200,000 200,000 0
３　 庁舎管理資金積立金 3,000,000 3,000,000 0

４　 次期式年遷宮準備金
5,000,000
(10.000,000)

10,000,000
5,000,000

(0)
５　 災 害 見舞金積立金 4,000,000 4,000,000 0

Ⅵ　 神 社 関 係 者 大 会 費
600,000

(2,000,000)
1,824,710

1,224,710
(△175,290)

１　 神 社 関係者大会費
600,000

(2,000,000)
1,824,710

1,224,710
(△175,290)

Ⅶ　 負 担 金 22,605,000 22,245,228 △359,772
１　 本庁災害慰謝負担金 55,000 55,000 0
２　 本 庁 負 担 金 6,050,000 6,050,000 0
３　 本 庁 特 別 納 付 金 13,550,000 13,540,688 △9,312
４　 支 部 負担金報奨費 2,950,000 2,599,540 △350,460

Ⅷ　 渉 外 費 1,850,000 1,499,965 △350,035
１　 友 好 団 体 関 係 費 1,500,000 1,184,985 △315,015
２　 時 局 対 策 費 100,000 31,500 △68,500
３　 同 和 対 策 費 150,000 183,480 33,480
４　 神 政 連 関 係 費 100,000 100,000 0

Ⅸ　 神宮神徳宣揚費交付金 34,720,000 34,720,000 0
Ⅹ　 大 麻 頒 布 事 業 関 係 費 7,400,000 7,108,100 △291,900
１　 大 麻 頒 布 推 進 費 1,050,000 1,024,402 △25,598
２　 頒 布 事 務 費 750,000 578,232 △171,768
３　 頒 布 事 業 奨 励 費 5,600,000 5,505,466 △94,534

Ⅺ　 予 備 費
3,046,000
(14,200,314)

0
△3,046,000
(△14,200,314)

当 期 歳 出 合 計
119,391,000
(138,535,314)

120,952,234
1,561,234

(△17,583,080)
次 期 繰 越 金 0 16,379,440 16,379,440

歳 出 合 計
119,391,000
(138,535,314)

137,331,674
17,940,674
(△1,203,640)

注1差異は、決算額が予算額に比し、減額した場合△で表示する。
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一
、
各
県
教
化
活
動
報
告

【
山
口
県
】

　

講
話
研
修
会
と
し
て
県
内
十

支
部
を
巡
回
。
中
国
地
区
社
頭

講
演
研
修
会
通
算
九
回
開
催
。

庭
寮
の
集
い
二
〜
三
箇
所
。
葬

祭
業
者
と
共
に
研
修
会
実
施
。

葬
儀
が
始
ま
る
迄
の
間
に
流
す

解
説
Ｃ
Ｄ
の
作
成
。
神
社
庁
Ｈ

Ｐ
の
開
設
。

【
島
根
県
】

　

教
化
と
教
学
と
合
わ
せ
て
活

動
。 

神
宮
奉
賛
（
参
宮
、
遷
宮

奉
賛
活
動
） 

皇
室
敬
慕
の
念
の

啓
発
（
皇
居
清
掃
団
） 

国
旗
国

歌
啓
発
運
動
（
市
町
村
行
事
の

中
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
運
動
）

三
、
神
宮
大
麻
ア
ン
ケ
ー
ト

　

五
県
が
集
計
デ
ー
タ
を
持
ち
寄
り
、

分
析
を
行
う
。
神
社
の
供
進
金
（
氏
子

費
）
を
納
め
て
い
る
戸
数
と
神
宮
大
麻

の
頒
布
数
に
隔
た
り
が
あ
る
神
社
も
多

く
見
ら
れ
る
。増
頒
布
の
余
地
が
あ
る
。

神
職
が
大
麻
を
必
要
数
以
上
保
管
し
て

い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
農
村
部
で
は

過
疎
化
が
深
刻
。

四 

、
遷
宮
シ
ン
ボ
ル
マ
ー
ク
入
り

名
刺

　

広
島
県
が
作
成
し
、
中
国
五
県
に
配

布
済
み
。
希
望
者
は
神
社
庁
へ
申
し
込

み
。

五
、
今
後
の
教
化
活
動

　
「
む
す
ひ
」
の
最
後
の
ペ
ー
ジ
活

用
（
三
万
部
以
上
注
文
の
場
合
独
自
の

ペ
ー
ジ
を
印
刷
可
能
）
中
国
五
県
で
独

自
の
ペ
ー
ジ
を
作
成
す
る
。

　

遷
宮
啓
発
懸
垂
幕
作
成
を
岡
山
県
が

提
案
。
中
国
五
県
で
同
一
な
物
を
作
成

し
平
成
十
八
年
十
二
月
迄
に
配
送
す

る
。

　

教
化
委
員
は
三
年
毎
の
改
選
に
よ

り
、
人
員
が
入
れ
替
わ
る
た
め
、
本
会

議
の
内
容
を
後
任
者
に
確
実
に
引
き

継
ぎ
を
行
う
事
が
確
認
さ
れ
、
閉
会
と

な
っ
た
。

中
国
五
県
の
連
携

〜
第
十
四
回
中
国
地
区
教
化
会
議
〜

　

中
国
地
区
教
化
会
議
が
、
平
成
十
八
年
八
月
三
十
日
、
三
十
一
日
一
泊
二
日

の
日
程
で
広
島
県
八
名
、
山
口
県
三
名
、
島
根
県
二
名
、
鳥
取
県
三
名
、
岡
山

県
三
名
の
合
わ
せ
て
十
九
名
の
教
化
担
当
者
が
出
席
の
下
、
ホ
テ
ル
セ
ン
チ
ュ

リ
ー
21
（
広
島
市
）
を
会
場
に
開
催
さ
れ
た
。
会
議
内
容
は
次
の
通
り
。

【
鳥
取
県
】

　

広
報
室
（
庁
報
発
刊
）、企
画
室
（
国

民
精
神
昂
揚
運
動
と
し
て
巡
回
講
演
会

五
日
間
三
〇
〇
名
）、
教
化
部
（
遷
宮

と
日
本
文
化
に
つ
い
て
の
神
職
研
修
、

参
宮
団
の
募
集
）

【
広
島
県
】

　

皇
室
敬
慕
の
念
の
喚
起
と
醸
成
活

動
。
国
旗
、
国
歌
定
着
化
活
動
。
大
麻

頒
布
向
上
、
遷
宮
の
意
義
啓
発
。
鎮
守

の
森
保
護
育
成
活
動
。

【
岡
山
県
】

　

庁
報
年
二
回
発
刊
。
神
社
庁
Ｈ
Ｐ
神

社
の
追
加
。
巡
回
講
演
会
。
社
頭
講
話

研
修
会
。
女
性
の
集
い
。
神
社
視
察
研

修
。

二
、
社
頭
講
演
研
修
会

　

第
十
回
ま
で
山
口
県
が
主
催
し
、
十

一
回
（
平
成
二
十
年
）
は
岡
山
県
が
担

当
す
る
。
十
二
回
は
山
口
県
。
担
当
県

に
よ
っ
て
は
講
演
で
も
講
話
で
も
可
と

し
、
内
容
、
レ
ベ
ル
に
差
が
あ
っ
て
も

良
い
。
独
自
性
を
尊
重
す
る
。
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全
国
教
化
会
議
が
、
平
成
十
八
年
十

一
月
二
十
日
、
二
十
一
日
一
泊
二
日
の

日
程
で
神
社
本
庁
に
於
い
て
「
神
宮
奉

賛
の
啓
発
推
進
と
教
化
体
制
の
充
実
に

向
け
て
」
を
主
題
に
開
催
さ
れ
、
当
県

か
ら
は
牧
教
化
委
員
長
、
岡
部
同
副
委

員
長
が
出
席
し
た
。

　

分
散
会
で
は
北
海
道
、
三
重
県
、
愛

知
県
、
静
岡
県
、
長
野
県
、
岡
山
県
、

広
島
県
、
山
口
県
、
島
根
県
、
鳥
取
県

の
十
県
が
集
ま
り
、
各
県
の
事
業
内
容

の
報
告
や
討
議
が
行
わ
れ
た
。

　

北
海
道
で
は
神
社
庁
が
い
ち
早
く
情

報
を
入
手
す
る
事
に
よ
り
、
正
確
な
情

報
を
道
内
に
伝
え
て
い
る
。
年
末
の
新

聞
広
告
を
利
用
し
神
宮
大
麻
の
増
頒
布

推
進
活
動
を
行
っ
て
い
る
が
、
費
用
対

効
果
を
考
え
通
称
「
ラ
テ
下
」
と
呼
ば

れ
る
テ
レ
ビ
欄
下
を
確
保
す
る
事
に
よ

り
、
読
者
の
目
に
良
く
触
れ
神
社
庁
へ

の
問
い
合
わ
せ
も
多
い
。

　

三
重
県
で
は
支
部
の
活
性
化
を
図
る

為
に
二
十
四
支
部
を
十
支
部
に
削
減
作

業
中
で
あ
る
。
ま
た
、
数
支
部
の
集
合

体
で
あ
る
地
区
協
議
会
を
立
ち
上
げ
、

研
修
会
を
始
め
教
化
事
業
の
実
践
活
動

を
行
っ
て
い
る
。

　

愛
知
県
で
は
、
教
化
機
動
班
を
設
置

し
、
少
数
精
鋭
で
迅
速
な
教
化
活
動
を

行
っ
て
い
る
。

　

長
野
県
で
は
神
社
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
開
設
し
、
県
内
の
祭
り
や
年
中
行

事
、
神
道
に
関
す
る
紹
介
等
を
行
っ
て

い
る
。
ま
た
、
直
階
検
定
講
習
会
で
最

後
の
時
間
を
神
宮
大
麻
頒
布
に
つ
い
て

神
職
と
し
て
の
使
命
や
意
義
を
講
義
し

て
い
る
。
等
、
各
県
が
行
っ
て
い
る
独

自
の
事
業
が
報
告
さ
れ
、
参
加
者
は
大

い
に
参
考
と
な
っ
た
。

　

一
方
、
平
成
四
年
か
ら
論
じ
ら
れ
て

来
た
「
昭
和
祭
」
に
つ
い
て
平
成
十
八

年
の
神
社
本
庁
臨
時
協
議
員
会
の
議
を

経
て
「
神
社
祭
祀
規
程
」
が
次
の
よ
う

に
変
更
さ
れ
た
。

　

昭
和
天
皇
の
聖
徳
大
業
を
景
仰
し
、

皇
威
の
隆
昌
と
国
運
の
発
展
と
を
祈

り
、
昭
和
の
御
代
を
顕
彰
し
て
民
族
の

自
覚
を
新
た
に
し
、
益
々
文
化
を
進
め

産
業
を
興
し
、
永
遠
の
平
和
繁
栄
を
養

う
祭
祀
を
行
う
た
め
神
社
祭
祀
規
程
第

三
条
に
中
祭
と
し
て
「
昭
和
祭
」
を
制

定
し
た
。

各
県
が
独
自
の
事
業
を
展
開

〜
全
国
教
化
会
議
〜

第
六
回

特
殊
神
事
部
会
報
告

吉
川
八
幡
宮
当
番
祭（
五
）

岡
山
県
神
社
庁
祭
祀
委
員
会

特
殊
神
事
部
部
長　

次
田
圭
介

続
・
フ
ト
と

マ
ガ
リ
に
つ
い
て

　

わ
が
国
最
初
の
分
類
体
漢
和
辞
書
で

あ
る
「
和
名
抄
」（「
倭
名
類
聚
抄
」
九

三
一
〜
九
三
八
に
成
立
）
に
は
フ
ト
は 

「

」
と
あ
り
「
部
斗
」「
亦
作

二 ル

 

ニ
」
一

、「
和
名
布
止
、
俗ニ
云
伏
兎
」
と
あ

る
。
そ
し
て
「
油
煎
餅ノ
名
也
」
と
記
す
。

諸
橋
「
大
漢
和
」
に
よ
る
と
「

」
と

「

」
と
は
「
ホ
ウ
・
ブ
」
と
い
う
音
を

も
つ
。「

」
と
「

」
と
は
「
シ
ュ
・

チ
ュ
」
の
他
に
「
ト
ウ
」
と
い
う
音
を

も
ち
、「

」
も
「

」
も
と
も
に
「
こ

な
も
ち
」
で
あ
る
。「
和
名
抄
」
に
よ
れ

ば
「

」
の
よ
み
は
「
部
斗
」
と
あ

る
か
ら
「
ブ
ト
」
あ
る
い
は
「
ブ
ト
ウ
」

で
あ
っ
た
が
「
布
止
」「
伏
兎
」
す
な
わ

ち
「
フ
ト
」
と
も
読
ん
で
い
た
ら
し
い
。

　

マ
ガ
リ
は
「
糫
」
で
あ
り
、
マ
ガ
リ

モ
チ
ヒ
す
な
わ
ち
糫
餅
の
略
で
あ
る
。

「
和
名
抄
」
に
は
「
糫
餅
」
に
「
マ
カ
リ
」

の
読
み
が
な
が
つ
い
て
お
り
「
膏
糫
粔

籹
」
と
あ
る
。
ま
た
「
糫
餅
」
の
割
註

と
し
て
「
形
如二
藤
葛一
者
也　

和
名
萬
加

利
」
と
記
し
て
あ
る
。
諸
橋
「
大
漢
和
」

に
よ
る
と
、「
説
文
新
附
」
に
「
粔
籹
、

膏
環
也
」
と
あ
る
と
い
う
。「
粔
籹
」
は

菓
子
の
名
、
お
こ
し
の
類
。
お
こ
し
は
、

蒸
し
て
か
わ
か
し
た
糯
米
な
ど
を
煎
っ

て
ゴ
マ
・
豆
な
ど
を
入
れ
、
水
飴
入
り

の
砂
糖
水
で
固
め
た
も
の
で
あ
る
。

　

粔
籹
は
膏
環
な
の
だ
か
ら
、
お
こ
し

を
油
で
煎
る
か
揚
げ
る
か
し
た
も
の
で

あ
ろ
う
。
マ
カ
リ
の
文
字
は
本
来「
糫
」

で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、「
環
」
の

字
も
同
じ
意
味
に
用
い
ら
れ
た
よ
う
で

あ
る
。

フ
ト
と
マ
ガ
リ
と
は

　
「
和
名
抄
」
な
ど
の
記
述
は
右
の
如

く
で
あ
る
が
、
フ
ト
や
マ
ガ
リ
は
、
ど

の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。

　

フ
ト
は
、
諸
橋
「
大
漢
和
」
や
平
凡

社
「
大
辞
典
」
に
は
「
餅
を
油
に
て
煎
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り
た
る
も
の
」
と
あ
り
、「
和
名
抄
」

の
「
油
煎
餅
名
也
」
の
記
述
と
一
致
し

て
い
る
。「
煎
」
は
炒
る
こ
と
で
、
油

で
揚
げ
る
こ
と
で
は
な
い
と
思
う
。
焙

烙
の
よ
う
な
も
の
に
胡
麻
油
な
ど
を
敷

い
て
焼
い
た
の
で
は
な
い
か
。
フ
ト
の

形
状
は
前
述
の
と
お
り
、「
伏
兎
」
が

音
を
表
す
だ
け
で
な
く
、
兎
の
伏
せ
た

形
も
表
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ

は
「
か
ぶ
と
」
形
で
あ
り
「
お
む
す
び
」

形
で
も
あ
る
。

　

マ
ガ
リ
に
つ
い
て
、
手
許
の
古
語
辞

典
に
よ
る
と
、「
米
や
麦
な
ど
の
粉
を

こ
ね
て
飴
（
ぎ
ょ
う
せ
ん
）
を
混
ぜ
、

輪
の
形
に
ね
じ
曲
げ
た
も
の
」「
そ
の

形
輪
の
ご
と
く
ま
が
れ
る
よ
り
言
ふ
」

「
米
・
麦
粉
に
飴
な
ど
を
加
え
て
捏
ね

固
め
、
捩
ぢ
曲
げ
て
油
に
て
揚
げ
た
も

の
」
な
ど
と
あ
る
。

　

マ
ガ
リ
は
マ
ガ
リ
モ
チ
ヒ
で
あ
り
、

そ
の
形
状
は
、「
藤
葛
」
の
よ
う
で
あ

る
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
八
幡
宮
の
地

元
吉
川
の
古
老
の
い
う
「
ね
じ
棒
」
状

に
と
ど
ま
ら
ず
、
縄
の
よ
う
に
く
ね
く

ね
し
た
か
ず
ら
が
、
輪
の
形
に
ね
じ

曲
っ
た
形
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ

れ
を
油
で
煎
る
か
揚
げ
る
か
し
た
た
め

に
、
あ
ぶ
ら
を
含
ん
だ
つ
や
や
か
な
餅

菓
子
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　

フ
ト
も
マ
ガ
リ
も
油
を
用
い
る
供
物

だ
っ
た
か
ら
、
煎
る
よ
り
も
揚
げ
る
方

が
よ
く
火
が
通
り
、
油
が
よ
く
ゆ
き
わ

た
っ
て
お
い
し
か
っ
た
た
め
に
、
本
来

煎
る
は
ず
の
フ
ト
も
マ
ガ
リ
と
共
に
油

で
揚
げ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で

は
あ
る
ま
い
か
。そ
し
て
マ
ガ
リ
の「
輪

の
形
に
ね
じ
ま
が
っ
た
」
形
の
輪
の
穴

が
ふ
さ
が
り
、
輪
が
長
円
形
に
な
る
と

女
陰
を
連
想
し
、
ま
す
ま
す
そ
れ
ら
し

く
作
る
よ
う
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

一
方
の
フ
ト
も
陰
に
対
す
る
も
の
と
し

て
陽
物
ら
し
い
形
に
な
っ
て
い
っ
た
の

で
は
な
い
か
。
し
か
し
、
も
と
も
と
は

陰
・
陽
を
意
識
し
た
も
の
で
は
な
か
っ

た
よ
う
に
思
う
。

神
供
と
し
て
の

フ
ト
・
マ
ガ
リ

　

堀
田
氏
に
よ
る
と
、
フ
ト
も
マ
ガ
リ

も
「
遣
唐
使
な
ど
が
も
た
ら
し
た
唐
菓

子
の
一
種
で
、
特
に
マ
ガ
リ
は
、
奈
良

朝
の
頃
に
は
や
や
上
流
で
珍
重
さ
れ
て

い
た
」
と
い
う
。
ま
た
「
ブ
ト
に
は
現

在
春
日
神
社
制
式
・
下
鴨
神
社
制
式
・

祇
園
神
社
制
式
が
残
っ
て
い
る
」
と

の
べ
、「
正
倉
院
文
書
に
見
え
る
ほ
ど

の
古
名
菓
が
、
吉
備
路
の
山
村
で
今
も

ひ
っ
そ
り
と
し
て
、
八
幡
社
の
お
供
を

守
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
」、「
か
つ
て

宮
廷
や
春
日
、
加
茂
な
ど
の
大
社
で
珍

重
さ
れ
た
唐
菓
子
の
流
れ
が
、
民
間
の

頭
屋
祭
に
、
今
も
生
き
て
い
る
こ
と
」

が
う
れ
し
い
と
述
べ
て
い
る
。

　
「
延
喜
式
」
の
中
に
は
践
祚
大
嘗
祭

の
時
の
お
供
物
の
一
つ
に
マ
ガ
リ
モ
チ

（
勾
餅
）
が
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て

い
る※

か
ら
マ
ガ
リ
は
神
聖
に
し
て
尊
い

供
物
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
供

物
が
そ
の
名
称
と
共
に
現
在
ま
で
伝
承

さ
れ
、
人
々
に
最
も
身
近
か
な
氏
神
様

を
祀
る
際
の
、
一
年
に
一
度
の
特
別
な

神
供
と
し
て
、
多
少
形
は
変
わ
ろ
う
と

も
、
作
り
つ
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に

感
動
を
覚
え
る
。

仮
屋
う
ち

（
十
月
二
十
四
日
、
現
第
四
金
曜
日
）

　

神
社
の
境
内
地
、
本
殿
東
側
の
古
い

樹
々
の
間
に
、
そ
れ
ぞ
れ
広
さ
十
坪
ほ

ど
の
二
つ
の
仮
屋
を
つ
く
る
。
青
竹
で

円
形
の
柵
を
作
り
、
そ
れ
に
檜
の
枝
を

隙
間
な
く
刺
し
て
、
高
さ
一
メ
ー
ト
ル

ほ
ど
の
垣
根
状
に
囲
む
。こ
の
設
備「
仮

屋
」
は
宵
祭
り
と
大
祭
の
当
日
、
当
番

そ
の
他
供
人
が
本
殿
に
進
む
前
待
機
す

る
御
座
所
で
あ
り
、休
憩
所
で
も
あ
る
。

こ
の
仮
屋
の
出
入
口
に
は
、
上
部
に
枝

を
残
し
た
竹
（
注
連
竹
）
を
立
て
、
足

付
き
四
手
付
き
の
注
連
縄
を
張
る
。
神

聖
な
場
所
へ
の
入
口
を
明
示
す
る
。
ま

た
、
仮
屋
の
周
囲
外
側
に
は
足
付
き
四

手
付
き
の
注
連
縄
を
張
り
巡
ら
す
。
近

く
に
は
二
か
所
馬
立
て
を
立
て
、
こ
れ

に
も
足
付
き
の
注
連
縄
を
張
る
。
当
番

の
乗
っ
て
来
た
馬
を
繋
ぐ
の
で
あ
る
。

こ
の
日
、
鳥
居
、
拝
殿
そ
の
他
全
て
の

注
連
縄
を
新
し
い
も
の
に
と
り
替
え

る
。

　

ち
な
み
に
「
仮
屋
う
ち
」
と
い
う
語

の
「
う
ち
」
は
「
う
つ
」（
仮
に
構
え
設

け
る
意
）
の
連
用
形
が
体
言
化
し
た
も

の
。「
賀
茂
川
の
辺
に
さ
じ
き
う
ち
て

…
」
は
動
詞
「
う
つ
」
で
あ
る
が
、
古

い
こ
と
ば
で
あ
る
。「
小
屋
が
け
」の「
か

く
」（
設
け
る
）
に
「
お
お
い
か
ぶ
せ
る
・

張
り
め
ぐ
ら
す
・
つ
り
下
げ
る
」
と
い

う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
の
に
対
し
て
、「
う

つ
」
に
は
文
字
通
り
、「
杭
な
ど
を
打
つ
」

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
。

※
「
日
本
国
語
大
辞
典
」（
小
学
館
刊
）

神
道
関
係
図
書
の
購
入
に
つ
い
て

　

神
社
庁
図
書
室
の
蔵
書
は
、
寄
贈

図
書
が
中
心
で
、
そ
の
内
容
に
偏
り

が
あ
り
、
冊
数
も
多
く
あ
り
ま
せ
ん
。

　

本
年
度
は
補
正
予
算
が
組
ま
れ
、

若
干
の
図
書
購
入
費
が
認
め
ら
れ
ま

し
た
の
で
、
図
書
を
少
し
で
も
充
実

し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

各
種
委
員
会
に
は
、
委
員
会
活
動

に
必
要
な
新
刊
書
及
び
古
書
の
推
薦

を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。

　

神
道
関
係
の
図
書
を
中
心
に
、
神

社
庁
の
蔵
書
に
ふ
さ
わ
し
い
図
書
、

神
職
の
研
修
に
必
要
と
思
わ
れ
る
図

書
の
推
薦
を
お
願
い
し
ま
す
。
但
し
、

予
算
の
都
合
で
ご
希
望
に
副
え
な
い

場
合
は
ご
容
赦
願
い
ま
す
。
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第
五
十
七
回
全
国
敬
神
婦

人
大
会
岡
山
大
会
が
九
月
二

十
七
日
午
後
一
時
か
ら
、
岡

山
国
際
ホ
テ
ル
に
会
員
約
千

三
百
人
が
参
加
し
て
開
催
さ

れ
た
。

　

午
後
一
時
か
ら
の
式
典
で

は
池
田
厚
子
神
宮
祭
主
、
久

邇
邦
昭
本
庁
統
理
、
北
白
川

道
久
神
宮
大
宮
司
臨
席
の
も

と
、
中
根
八
重
子
岡
山
県
敬

神
婦
人
連
合
副
会
長
の
開
式

の
辞
、
久
邇
正
子
全
国
敬
神

婦
人
連
合
会
会
長
の
式
辞
、

祭
主
様
の
お
言
葉
、
久
邇
邦

昭
本
庁
統
理
、
笹
井
和
男
岡

山
県
神
社
庁
長
が
祝
辞
を
述

べ
た
。
引
き
続
き
、
斎
藤
黎

子
岡
山
県
敬
神
婦
人
連
合

会
長
を
議
長
に
議
事
が
行
わ

れ
、
川
上
真
由
美
岡
山
県
敬

神
婦
人
連
合
会
副
会
長
の
大
会
宣
言
文

の
朗
読
の
後
、
次
期
大
会
開
催
県
の
石

川
県
が
挨
拶
を
行
っ
た
。

　

午
後
二
時
か
ら
、
こ
こ
ろ
の
教
育

女
性
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
の
共
催
・
教
育
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
行
わ
れ
、
服
部
栄
養

専
門
学
校
服
部
幸
應
校
長
が
「
食
育
の

す
す
め

－

大
切
な
も
の
を
失
っ
た
日
本 

人

－

」
と
題
し
て
基
調
講
演
が
あ
り
、

続
い
て
山
谷
え
り
子
参
議
院
議
員
を

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
に
、
冨
田
和
巳
こ

ど
も
心
身
医
療
研
究
所
所
長
・
有
村
治

子
参
議
院
議
員
を
パ
ネ
リ
ス
ト
と
し
て

「
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
」
が
行

わ
れ
た
。

　

午
後
五
時
か
ら
は
、
懇
親
会
が
行
わ

れ
大
元
八
幡
神
社
（
馬
屋
原
真
理
子
宮

司
）
敬
神
婦
人
会
に
よ
る
大
正
琴
、
勇

壮
な
清
麻
呂
太
鼓
の
清
興
も
披
露
さ

れ
、
和
や
か
に
会
員
同
士
の
懇
親
の
和

が
広
ま
っ
た
。

　

当
県
敬
神
婦
人
連
合
会
は
単
位
会
も

少
な
く
、
開
催
ま
で
運
営
が
ス
ム
ー
ズ

に
出
来
る
の
か
不
安
が
あ
っ
た
が
、
当

県
だ
け
で
も
百
余
名
の
参
加
が
あ
り
、

無
事
に
大
会
が
終
了
し
た
事
に
当
県
敬

神
婦
人
連
合
会
の
結
束
力
が
垣
間
見
え

た
。
各
神
社
で
は
敬
神
婦
人
会
を
結
成

し
て
日
々
活
動
し
て
い
る
よ
う
だ
が
、

単
位
会
同
士
の
交
流
を
深
め
情
報
交
換

の
場
と
な
る
当
連
合
会
へ
の
加
入
を
切

に
お
願
い
し
た
い
。

池田厚子神宮祭主を迎え全国敬神婦人大会岡山大会開催

　

岡
山
県
神
社
庁
邑
久
西
大
寺
支
部
に

お
い
て
は
、
九
月
二
十
六
日
晴
天
の
秋

空
の
も
と
、
神
職
・
総
代
合
わ
せ
て
一

四
三
名
が
バ
ス
四
台
で
高
知
に
於
い
て

研
修
旅
行
を
兼
ね
た
支
部
総
会
を
開
催

し
た
。

　

総
会
は
高
知
の
「
土
佐
御
苑
」
を
会

場
に
行
わ
れ
、
協
議
事
項
の
案
件
は
、

出
席
者
の
協
力
に
よ
り
承
認
を
得
て
、

順
調
に
終
了
致
し
た
。
会
議
の
後
は
一

同
に
会
し
、
高
知
の
名
物
を
食
し
な
が

ら
和
や
か
に
親
睦
を
図
る
こ
と
が
で
き

た
。

　

丁
度
高
知
城
一
帯
で
は
山
内
一
豊

と
妻
千
代
の
夫
婦
愛
の
物
語
と
題
し
て

「
土
佐
二
十
四
万
石
博
」
が
開
催
さ
れ

て
お
り
、大
河
ド
ラ
マ
館
「
功
名
が
辻
」

な
ど
食
後
の
散
策
を
楽
し
ん
だ
。

　

一
方
、
神
社
参
拝
研
修
で
は
土
佐
一

宮
「
土
佐
神
社
」
に
正
式
参
拝
し
、
神

前
に
お
い
て
皇
族
四
十
一
年
振
り
の
男

子
と
な
る
悠
仁
親
王
殿
下
の
ご
誕
生
を

お
祝
い
す
る
と
共
に
、
各
神
社
氏
子
の

安
寧
と
秋
の
豊
作
を
祈
念
し
つ
つ
支
部

総
会
を
閉
じ
た
。

邑
久
西
大
寺
支
部
庁
報
通
信
員　

大
脇　

嗣
彌

高知で
支部総会開催
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秋
も
深
ま
り
朝
晩
冷
え
込
み
が
厳
し

く
な
っ
て
き
た
平
成
十
八
年
十
一
月
九

日
午
後
、
真
庭
市
木
山
（
旧
落
合
町
）

に
鎮
座
す
る
美
作
国
南
三
郷
の
総
社
と

し
て
崇
敬
さ
れ
て
い
る
旧
県
社
木
山
神

社
に
向
か
い
ま
し
た
。
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク

第九回 こ
だ
わ
り
の
社

木山神社

社　務　所　内　部

　

十
二
月
二
日
岡
山
県
神
道
青
年
協
議

会
の
恒
例
事
業
で
あ
る
「
大
麻
頒
布
啓

発
活
動
」が
表
町
商
店
街
で
行
わ
れ
た
。

こ
の
事
業
は
平
成
二
十
五
年
の
式
年
遷

宮
に
向
け
て
、
神
社
庁
大
麻
頒
布
推

進
委
員
会
・
モ
デ
ル
支
部
の
協
賛
を
得

て
、
神
宮
大
麻
啓
発
に
関
す
る
リ
ー
フ

レ
ッ
ト
二
種
と
ポ
ケ
ッ
ト
テ
ィ
ッ
シ
ュ

の
セ
ッ
ト
を
通
行
人
に
渡
し
、
大
麻
の

増
頒
布
・
遷
宮
へ
の
理
解
、
又
、
氏
神

様
へ
の
正
月
参
拝
な
ど
を
訴
え
る
も
の

神
青
協
が
岡
山
市
で

　

神
宮
大
麻
啓
発
活
動
を
実
施

〜
低
迷
す
る
神
宮
大
麻
増
頒
布
の
打
開
に
一
石
を
投
じ
る
〜

岡
山
県
神
道
青
年
協
議
会　

副
会
長　

根　

石　

征　

明

で
、
年
末
の
時
期
に
も
拘
わ
ら
ず
、
十

五
名
前
後
の
理
解
あ
る
少
数
精
鋭
で
行

わ
れ
て
い
る
。

　

さ
て
、
こ
の
度
も
カ
ラ
フ
ル
な
商
店

街
の
真
ん
中
で
、神
青
協
会
員
は
勿
論
、

原
則
白
衣
・
白
袴
と
い
う
出
で
立
ち
で

あ
る
た
め
、
道
行
く
人
か
ら
い
ぶ
か
し

げ
な
表
情
で
見
つ
め
ら
れ
る
中
、
幟
を

立
て
・
襷
を
掛
け
て
、「
さ
あ
や
る
ぞ
！
」

と
心
に
決
め
て
そ
れ
ぞ
れ
が
持
ち
場
に

散
っ
て
行
っ
た
。
ま
ぁ
、
何
事
で
も

同
じ
で
あ
る
が
、
は
じ
め
て
み
れ
ば
何

で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
精
一
杯
の
笑

顔
を
振
り
絞
り
、
お
年
寄
り
か
ら
若
い

カ
ッ
プ
ル
、
学
生
、
家
族
連
れ
と
様
々

な
方
に
配
布
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
時

折
、
女
子
高
生
か
ら
「
頑
張
っ
て
く
だ

さ
い
ね
」
と
黄
色
い
声
援
を
受
け
、
思

わ
ず
「
よ
っ
し
ゃ
！
」
と
気
合
い
を
入

れ
て
、
気
が
付
け
ば
、
二
時
間
の
予
定

が
一
時
間
半
で
終
了
。
二
千
部
入
っ
て

い
た
段
ボ
ー
ル
が
総
て
空
に
な
っ
て
い

た
。

　

前
回
は
非
常
に
寒
さ
が
厳
し
く
、又
、

精
神
的
に
も
寒
か
っ
た
が
、
今
年
は
、

幾
分
寒
さ
も
和
ら
ぎ
、
土
曜
日
と
い
う

こ
と
も
あ
っ
て
、
人
通
り
も
多
く
、
順

調
に
配
布
出
来
た
と
思
わ
れ
る
。

　

又
、
昨
年
は
、
モ
デ
ル
支
部
で
あ

る
岡
山
支
部
か
ら
一
名
の
応
援
を
得
た

が
、
本
年
は
神
社
庁
の
理
事
数
名
・
大

麻
頒
布
推
進
委
員
長
・
岡
山
支
部
役
員
、

又
、上
道
西
大
寺
支
部
長
な
ど
も
参
加
。

　

対
効
果
的
に
考
え
る
と
確
か
に
微
々

た
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
今
ま
で

神
社
界
内
部
で
く
す
ぶ
っ
て
い
た
大
麻

対
策
の
現
状
を
打
破
す
る
と
い
う
意
義

は
大
い
に
あ
る
と
信
じ
て
い
る
。
一
般

の
方
々
の
な
か
へ
飛
び
込
む
こ
と
で
、

我
々
自
身
の
意
識
改
革
も
さ
れ
る
。
今

後
も
鋭
意
工
夫
し
、
様
々
な
意
見
を
取

り
入
れ
な
が
ら
神
宮
大
麻
増
頒
布
の
為

に
続
け
て
行
く
覚
悟
で
あ
る
。
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街
道
で
有
名
な
国
道
三
一
三
号
を
一
路

北
に
車
を
走
ら
せ
、
旧
北
房
町
の
コ
ス

モ
ス
畑
、
醍
醐
桜
の
あ
る
道
の
駅
、「
醍

醐
の
里
」
を
越
え
旭
川
の
支
流
、
備

中
川
沿
い
か
ら
少
し
北
に
向
け
中
国
自

動
車
道
の
高
架
下
を
通
り
抜
け
山
道
を

登
っ
て
い
く
と
随
身
門
が
見
え
ま
す
。

急
な
坂
道
を
登
り
始
め
る
と
木
造
の
綺

麗
な
建
物
が
目
に
入
っ
て
き
ま
し
た
。

新
し
く
改
築
さ
れ
た
社
務
所
で
す
。

　

平
成
十
七
年
三
月
に
地
鎮
祭
を
、
そ

し
て
六
月
に
は
上
棟
祭
を
斎
行
さ
れ
平

成
十
八
年
五
月
に
は
木
造
二
階
建
て
、

敷
地
面
積
六
、四
五
九
㎡
、
建
築
面
積

二
七
一
㎡
の
新
社
務
所
が
有
限
会
社
山

崎
建
設
の
施
工
で
完
成
に
至
っ
た
と
の

こ
と
。

　

こ
の
社
務
所
は
木
材
を
ふ
ん
だ
ん
に

使
っ
て
い
る
た
め
、
優
美
で
木
の
香
が

優
し
く
参
拝
者
を
包
み
込
む
よ
う
な
感

じ
が
し
ま
し
た
。
木
材
は
木
山
神
社
境

内
地
の
木
を
使
用
し
、
風
格
の
あ
っ
た

旧
社
務
所
の
面
影
を
残
さ
れ
た
そ
う
で

す
。

　

対
照
的
に
内
部
に
は
近
代
的
な
機
能

が
取
り
入
れ
ら
れ
て
お
り
、
一
階
の
広

い
厨
房
や
椅
子
席
で
五
十
人
収
容
の
多

目
的
参
集
所
。
ま
た
両
階
に
設
け
ら
れ

た
広
い
ト
イ
レ
。
二
階
に
上
が
る
と
参

拝
者
休
憩
室
を
兼
ね
た
和
室
、応
接
室
、

更
衣
室
、
潔
斎
室
、
社
務
室
等
が
広
い

廊
下
の
左
右
に
配
置
さ
れ
機
能
的
に
使

用
さ
れ
ま
す
。

　

特
に
目
を
引
い
た
の
は
全
室
が
全
て

バ
リ
ア
フ
リ
ー
で
繋
が
っ
て
お
り
、
何

処
の
部
屋
に
入
る
に
も
僅
か
な
段
差
も

無
い
た
め
、
年
配
者
や
幼
児
に
も
安
心

で
す
。

　

社
務
室
は
内
カ
ウ
ン
タ
ー
の
下
に
椅

子
が
丁
度
収
ま
る
よ
う
に
座
敷
よ
り
も

低
く
な
っ
て
お
り
、
足
下
に
は
し
っ
か

り
ヒ
ー
タ
ー
が
完
備
さ
れ
て
い
ま
し

た
。
寒
い
地
方
な
の
で
こ
れ
は
有
り
難

い
設
備
で
し
ょ
う
。

木　山　神　社　社　務　所

岡
山
県
神
社
庁
庁
報
の

軌
跡

　

昨
年
の
一
月
発
行
の
庁
報
で
一
〇
〇

号
記
念
と
し
て
第
一
か
ら
十
三
号
ま
で

の
昭
和
二
十
年
代
の
庁
報
題
目
の
抜
粋

記
事
を
掲
載
し
た
が
、
今
回
は
三
十
年

代
の
題
目
抜
粋
を
掲
載
し
て
一
〇
〇
号

記
念
特
集
を
終
了
す
る
事
と
す
る
。

岡
山
県
神
社
庁
庁
報　

第
十
七
号　

印
刷　

六
ペ
ー
ジ

発
行　

昭
和
三
十
年
一
月
十
日

掲
載
記
事

　

 

①
庁
長
挨
拶
（
年
頭
の
辞
）
②
国
家

神
道
と
神
社
神
道
③
電
話
開
設
④
昭

和
三
十
年
事
業
計
画
⑤
神
社
財
産
処

分
手
続
⑥
訃
報
⑦
承
継
登
記
手
続
⑧

起
て
よ
青
年
神
職
各
位
⑨
庁
報
の
利

用
に
つ
い
て
⑩
伊
勢
市
誕
生
⑪
新
庁

舎
建
設
の
経
過
に
つ
い
て
⑫
庁
舎
建

設
資
金
領
収
⑬
神
職
善
行
表
彰
⑭
氏

子
総
代
会
神
社
責
任
役
員
会
⑮
岡
山

県
神
社
庁
教
育
関
係
神
職
協
議
会
予

告
⑯
昭
和
二
十
九
年
日
誌
⑰
成
年
の

日
⑱
伊
勢
神
宮
参
拝
旅
行
団
に
つ
い

て
⑲
祈
年
祭
神
宮
外
宮
奉
仕
者
神
職

⑳
神
社
財
産
処
分
に
就
い
て
㉑
岡
山

県
神
社
庁
事
務
分
掌
㉒
松
永
材
先
生

講
演
概
要
㉓
神
宮
遷
宮
奉
賛
金
の
完

納
に
就
い
て
㉔
随
想
㉕
第
十
二
第
十

五
号
台
風
被
害
神
社
災
害
慰
藉
に
就

い
て

岡
山
県
神
社
庁
庁
報　

第
十
八
号　

印
刷　

八
ペ
ー
ジ

発
行　

昭
和
三
十
年
七
月
十
日

掲
載
記
事

　

 

①
庁
長
挨
拶
（
神
社
本
庁
第
十
回
評

議
員
会
に
臨
み
て
）
②
神
社
役
員
任

期
更
新
に
つ
い
て
③
宗
教
法
人
変
更

登
記
申
請
書
書
式
④
岡
山
県
神
社
庁

新
旧
平
面
図
⑤
昭
和
二
十
八
年
度
岡

山
県
神
社
庁
歳
入
出
決
算
書
⑥
宗
教

法
人
「
岡
山
県
神
社
庁
」
規
則
⑦
岡

山
県
神
社
庁
建
設
資
金
支
部
納
入
調

⑧
岡
山
県
神
社
庁
設
立
並
庁
舎
新
築

特
別
会
計
中
間
報
告
書
⑨
昭
和
三
十

年
日
誌
抄
⑩
神
職
帰
幽
⑪
昭
和
三
十
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年
度
岡
山
県
神
社
庁
予
算
書

岡
山
県
神
社
庁
庁
報　

第
十
九
号　

印
刷　

十
ペ
ー
ジ

発
行　

昭
和
三
十
一
年
七
月
十
日

掲
載
記
事

　

 

①
岡
山
県
神
社
庁
設
立
十
周
年
を
迎

え
て
②
役
職
員
の
異
動
に
関
す
る
一

覧
表
③
岡
山
県
神
職
総
代
連
合
総
会

④
神
社
神
道
誕
生
第
十
年
を
迎
え
て

⑤
事
務
局
よ
り
御
願
⑥
階
位
検
定
及

び
授
与
に
関
す
る
規
定
改
正
の
主
な

点
⑦
神
社
本
庁
設
立
十
周
年
記
念
式

典
と
第
十
一
回
評
議
員
会
を
終
る
⑧

神
道
昂
揚
資
金
に
つ
い
て
⑨
徳
守
神

社
朝
詣
会
表
彰
⑩
佐
野
参
事
退
職
⑪

支
部
長
会
開
催
⑫
辞
令
⑬
信
仰
雑
話

⑭
神
職
帰
幽
⑮
岡
山
県
神
社
総
代
会

結
成
状
況
⑯
氏
子
総
代
会
の
結
成
式

に
臨
み
て
⑰
今
上
陛
下
御
集
頒
布
に

つ
い
て
⑱
全
国
放
送
神
社
だ
よ
り
を

開
設
⑲
編
集
後
記

岡
山
県
神
社
庁
庁
報　

第
二
十
号　

未
入
手

岡
山
県
神
社
庁
庁
報　

第
二
十
一
号　

印
刷　

八
ペ
ー
ジ

発
行　

昭
和
三
十
二
年
一
月
五
日

掲
載
記
事

　

 

①
庁
長
挨
拶
（
元
旦
の
辞
）
②
本
年

の
神
社
界
に
於
け
る
時
務
的
問
題
③

副
庁
長
挨
拶
（
年
頭
の
覚
悟
）
④

現
行
祭
式
講
習
会
⑤
職
員
共
済
規
程

愈
々
四
月
一
日
実
施
⑥
教
化
指
導
者

講
習
会
受
講
発
表
（
第
二
回
）
⑦
責

任
役
員
が
変
更
し
た
場
合
の
登
記
申

請
に
つ
い
て
⑧
昭
和
三
十
一
年
度
日

誌
抄
⑨
刊
行
物
の
紹
介
⑩
神
職
帰
幽

⑪
編
集
後
記

岡
山
県
神
社
庁
庁
報　

第
二
十
二
号　

印
刷　

八
ペ
ー
ジ

発
行　

昭
和
三
十
二
年
六
月
十
日

掲
載
記
事

　
 

①
岡
山
県
神
社
庁
設
立
十
周
年
神
職

総
代
連
合
総
会
開
催
②
「
紀
元
節
」

復
活
の
世
論
喚
起
に
全
力
を
③
階
位

検
定
に
つ
い
て
④
昭
和
三
十
一
年
度

岡
山
県
神
社
総
代
会
評
議
員
会
開
催

⑤
岡
山
県
神
社
庁
理
事
会
開
催
⑥
岡

山
県
神
社
庁
神
楽
部
役
員
会
⑦
第
一

回
教
育
関
係
神
職
協
議
会
開
催
⑧
岡

山
県
宗
教
情
操
教
育
研
究
会
会
則
⑨

岡
山
県
青
年
神
職
会
総
会
開
催
⑩
三

宅
光
信
先
生
浄
階
を
授
与
さ
れ
る
⑪

教
化
指
導
者
講
習
会
受
講
発
表
（
第

三
回
）
⑫
伊
勢
参
宮
団
⑬
紀
元
節
奉

祝
の
行
事
⑭
岡
山
県
新
年
歌
会
披
講

式
⑮
植
樹
奉
仕
⑯
吉
備
津
神
社
の
遷

座
祭
⑰
神
道
講
演
会
⑱
穴
門
山
神
社

御
鎮
座
二
千
年
監
時
大
祭
⑲
日
誌
抄

⑳
辞
令
㉑
神
職
帰
幽
㉒
図
書
斡
旋
に

つ
い
て
㉓
編
集
後
記

岡
山
県
神
社
庁
庁
報　

第
二
十
三
号　

印
刷　

八
ペ
ー
ジ

発
行　

昭
和
三
十
二
年
八
月
二
十
日

掲
載
記
事

　

 

①
庁
長
挨
拶
（
悪
質
の
宗
教
を
取
締

ま
れ
）
②
昭
和
三
十
一
年
度
協
議
員

会
開
催
③
副
庁
長
挨
拶
（
終
戦
の
詔

書
奉
戴
十
二
年
を
迎
え
て
）
④
本
庁

通
達
職
員
共
済
規
程
の
運
用
に
つ
い

て
⑤
神
職
の
身
分
及
び
祭
祀
服
装
に

つ
い
て
⑥
岡
山
県
青
年
神
職
会
臨
時

総
会
開
催
⑦
真
庭
郡
支
部
総
会
並
講

習
会
開
催
⑧
神
社
庁
未
納
金
整
理
委

員
会
⑨
岡
山
県
宗
教
情
操
教
育
研
究

会
総
会
開
催
⑩
岡
山
県
神
社
庁
神
楽

部
総
会
開
催
⑪
岡
山
県
神
職
歌
道
会

六
月
分
選
歌
⑫
第
五
回
教
化
指
導
者

講
習
会
受
講
発
表
（
第
一
回
）
⑬
財

産
処
分
に
つ
い
て
⑭
備
中
神
楽
の
奉

納
に
つ
い
て
⑮
神
道
講
演
会
⑯
辞
令

⑰
日
誌
抄
⑱
新
刊
紹
介
⑲
編
集
後
記

岡
山
県
神
社
庁
庁
報　

第
二
十
四
号　

印
刷　

九
ペ
ー
ジ

発
行　

昭
和
三
十
三
年
一
月
二
十
日

掲
載
記
事

　

 

①
庁
長
挨
拶
（
年
頭
の
辞
）
②
紀
元

節
法
制
化
促
進
に
つ
い
て
③
紀
元
節

祝
詞
④
共
済
規
程
に
つ
い
て
⑤
大
麻

頒
布
に
つ
い
て
⑥
神
道
講
演
会
⑦
青

年
神
職
会
の
研
修
行
事
と
役
員
会
⑧

渡
米
幻
燈
講
演
会
⑨
宗
教
情
操
教
育

研
究
会
臨
時
総
会
開
催
⑩
御
願
い
の

事
⑪
第
五
回
教
化
指
導
者
講
習
会
受

講
発
表
（
第
二
回
）
⑫
勤
王
志
士
の

霊
よ
安
か
れ
⑬
「
今
村
宮
の
由
緒
」

刊
行
さ
れ
る
⑭
日
誌
抄
⑮
職
員
異
動

⑯
鎮
守
の
森
⑰
辞
令
⑱
帰
幽
⑲
新
刊

書
の
紹
介
⑳
あ
と
が
き

岡
山
県
神
社
庁
庁
報　

第
二
十
五
号　

印
刷　

六
ペ
ー
ジ

発
行　

昭
和
三
十
三
年
四
月
三
十
日

掲
載
記
事

　

 

①
庁
長
挨
拶（
氏
子
総
代
会
に
望
む
）

②
副
庁
長
挨
拶
（
神
職
の
礼
節
に
就

て
）
③
二
年
目
を
迎
え
た
共
済
制
度

に
つ
い
て
④
愚
感
⑤
団
体
旅
行
に
つ

い
て
⑥
役
員
改
選
に
つ
い
て
⑦
第
一

回
中
国
四
国
九
県
神
社
庁
連
絡
会
⑧

紀
元
節
奉
祝
岡
山
県
民
大
会
⑨
第
三

回
岡
山
県
新
年
歌
会
披
講
式
⑩
総
代

会
の
神
社
視
察
⑪
教
化
報
⑫
神
社
祭

式
講
習
会
に
参
加
し
て
⑬
辞
令
⑭
神

職
帰
幽
⑮
日
誌
抄
⑯
あ
と
が
き

岡
山
県
神
社
庁
庁
報　

第
二
十
六
号　

印
刷　

八
ペ
ー
ジ

発
行　

昭
和
三
十
三
年
九
月
十
日

掲
載
記
事

　

 

①
庁
長
就
任
の
御
挨
拶
（
藤
井
孝
）

②
神
道
と
は
③
昭
和
三
十
二
年
度
神

社
庁
協
議
員
会
④
庁
長
辞
任
の
御
挨

拶
（
金
谷
博
通
）
⑤
副
庁
長
就
任
挨
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拶
（
市
川
貞
一
）
⑥
退
任
御
挨
拶
（
副

庁
長
三
宅
光
信
）
⑦
神
宮
大
麻
頒
布

に
つ
い
て
⑧
新
旧
両
庁
長
の
送
迎
会

⑨
神
社
庁
長
副
庁
長
更
迭
奉
告
祭
祝

詞
⑩
金
谷
三
宅
両
先
生
を
送
る
辞
⑪

本
庁
表
彰
授
与
者
⑫
会
合
（
昭
和
三

十
二
年
度
神
社
庁
支
部
長
会
開
催
、

昭
和
三
十
三
年
度
青
年
神
職
会
総
会

開
催
、
岡
山
県
敬
神
婦
人
会
総
会
開

催
、
理
事
会
開
催
、
昭
和
三
十
三
年

度
神
社
庁
神
楽
部
総
会
開
催
）
⑬
神

道
巡
回
講
演
⑭
岡
山
刑
務
所
慰
問
⑮

第
三
回
中
国
ブ
ロ
ッ
ク
教
化
指
導
者

養
成
講
習
会
⑯
神
職
制
服
に
つ
い
て

⑰
夏
越
の
大
祓
に
つ
い
て
⑱
羽
黒
神

社
三
百
年
祭
⑲
稲
荷
神
社
遷
座
祭
⑳

船
穂
神
社
三
百
年
祭
㉑
真
庭
郡
支
部

の
神
道
講
演
㉒
勝
田
郡
総
代
会
の
神

社
視
察
㉓
平
沼
騏
一
郎
先
生
追
悼
会

㉔
日
誌
抄
㉕
辞
令
㉖
神
職
帰
幽
㉗
新

刊
紹
介
㉘
あ
と
が
き

岡
山
県
神
社
庁
庁
報　

第
二
十
七
号　

印
刷　

八
ペ
ー
ジ

発
行　

昭
和
三
十
四
年
二
月
十
日

掲
載
記
事

　

 

①
庁
長
挨
拶
（
新
春
を
迎
え
て
）
②

全
国
神
社
総
代
会
結
成
さ
る
③
副
庁

長
挨
拶
（
年
頭
所
感
）
④
神
社
本
庁

統
理
御
帰
幽
⑤
紀
元
節
奉
祝
岡
山
県

民
大
会
⑥
会
合
（
理
事
会
、
岡
山
県

神
職
総
代
連
合
大
会
、
神
社
総
代
会

理
事
会
、
神
社
祭
式
講
習
会
、
青
年

神
職
会
役
員
会
、
神
社
総
代
会
評
議

員
会
）
⑦
岡
山
県
歌
道
会
昭
和
三
十

四
年
度
を
迎
え
て
⑧
神
社
に
関
し
て

の
調
査
（
青
少
年
教
化
対
策
の
資
料

と
し
て
）
⑨
刊
行
物
目
録
⑩
第
四
回

岡
山
県
新
年
歌
会
披
講
式
⑪
神
社
庁

例
祭
⑫
身
上
相
談
所
開
設
⑬
第
四
回

神
宮
新
穀
感
謝
祭
に
参
列
し
て
⑭
辞

令
⑮
神
職
帰
幽
⑯
神
職
養
成
案
内
⑰

日
記
抄
⑰
お
知
ら
せ
⑱
あ
と
が
き

岡
山
県
神
社
庁
庁
報　

第
二
十
八
号　

印
刷　

十
ペ
ー
ジ

発
行　

昭
和
三
十
四
年
十
一
月
三
十
日

掲
載
記
事

　

 

①
岡
山
県
神
社
関
係
者
大
会
②
神
社

本
庁
の
諸
規
程
改
正
③
本
庁
役
員
監

事
改
選
就
任
④
会
合
（
支
部
長
会
、

理
事
会
、
昭
和
三
十
四
年
定
例
神
社

庁
協
議
員
会
、
県
青
年
神
職
会
昭
和

三
十
四
年
度
定
例
総
会
、
理
事
会
、

神
楽
部
総
会
、
県
神
社
総
代
会
評
議

員
会
）
⑤
金
谷
先
生
本
庁
参
与
に
委

嘱
さ
れ
る
⑥
直
階
神
職
養
成
講
習
会

実
施
⑦
今
夏
の
神
職
養
成
講
習
会
を

省
り
み
て
⑧
佐
野
県
神
社
総
代
会
長

の
喜
寿
祝
賀
会
⑨
神
道
巡
回
講
演
⑩

真
庭
郡
神
職
総
代
会
の
神
道
講
演
⑪

第
六
回
教
育
関
係
神
職
協
議
会
に
参

加
し
て
⑫
本
庁
表
彰
授
与
者
⑬
中
堅

神
職
講
習
会
に
出
席
し
て
⑭
神
社
と

夏
季
少
年
大
会
⑮
伊
勢
湾
台
風
の
見

舞
金
募
集
⑯
神
社
炎
上
⑰
お
知
ら
せ

⑱
辞
令
⑲
日
記
抄
⑳
神
職
帰
幽
㉑
あ

と
が
き

岡
山
県
神
社
庁
庁
報　

第
二
十
九
号　

印
刷　

八
ペ
ー
ジ

発
行　

昭
和
三
十
五
年
三
月
二
十
五
日

掲
載
記
事

　

 

①
例
祭
日
統
一
運
動
に
つ
い
て
②
神

社
神
道
教
化
の
問
題
③
神
宮
大
麻
暦

頒
布
に
つ
い
て
④
神
宮
新
嘗
祭
に
奉

仕
し
て
⑤
ま
つ
り
⑥
伊
勢
湾
台
風
見

舞
金
⑦
神
社
炎
上
⑧
団
体
旅
行
に
つ

い
て
⑨
神
職
帰
幽
⑩
辞
令
⑪
日
記
抄

⑫
奉
仕
心
得
⑬
新
刊
紹
介
⑭
あ
と
が

き
岡
山
県
神
社
庁
庁
報　

第
三
十
号　

印
刷　

十
二
ペ
ー
ジ

発
行　

昭
和
三
十
五
年
八
月
三
十
日

掲
載
記
事

　

 

①
本
庁
統
理
告
示
②
昭
和
三
十
五
年

定
例
岡
山
県
神
社
庁
協
議
員
会
開
会

③
「
神
宮
大
麻
初
穂
料
改
定
に
つ
い

て
」
の
経
過
に
つ
い
て
④
神
社
本
庁

評
議
員
会
に
於
い
て
本
庁
の
諸
規
程

改
正
⑤
公
示
⑥
第
六
回
後
期
中
堅
神

職
教
養
講
習
会
⑦
昭
和
三
十
五
年
度

岡
山
県
神
社
庁
歳
入
歳
出
予
算
書
⑧

昭
和
三
十
三
年
度
岡
山
県
神
社
庁
歳

入
歳
出
決
算
書
⑨
郷
土
の
志
士
豊
田

謙
次
墓
前
祭
を
し
の
び
て
⑩
神
道
巡

回
講
演
⑪
氏
子
の
ペ
ー
ジ
⑫
職
員
給

与
規
程
⑬
本
庁
表
彰
授
与
者
⑭
お
知

ら
せ
⑮
会
合
（
支
部
長
会
、
昭
和
三

十
五
年
度
岡
山
県
青
年
神
職
会
総
会
、

昭
和
三
十
五
年
度
教
化
委
員
会
）
⑯

神
職
帰
幽
⑰
昭
和
三
十
五
年
度
岡
山

県
神
職
大
会
開
催
⑱
辞
令
⑲
日
記
抄

⑳
刊
行
物
斡
旋
一
覧
表
㉑
あ
と
が
き

岡
山
県
神
社
庁
庁
報　

第
三
十
一
号　

印
刷　

八
ペ
ー
ジ

発
行　

昭
和
三
十
六
年
三
月
十
五
日

掲
載
記
事

　

 

①
庁
長
挨
拶
（
所
感
）
②
統
理
告
辞

③
会
合
（
昭
和
三
十
五
年
度
岡
山
県

神
職
大
会
開
催
、
昭
和
三
十
五
年
度

岡
山
県
神
社
総
代
大
会
開
催
、
教
化

委
員
会
役
員
会
、
神
社
庁
理
事
会
）

④
紀
元
節
奉
祝
岡
山
県
民
大
会
⑤
神

社
規
則
準
則
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

⑥
神
社
神
道
に
息
吹
を
与
え
よ
⑦
神

社
神
職
数
一
覧
表
⑧
年
番
制
祭
典
当

番
と
恒
例
祭
御
神
幸
⑨
神
社
経
営
並

に
神
社
氏
子
間
の
接
触
に
つ
い
て
⑩

神
社
炎
上
⑪
県
主
神
社
の
年
中
行
事

と
其
批
判
⑫
昭
和
三
十
六
年
新
年
歌

会
披
講
式
⑬
日
咩
坂
鐘
乳
穴
神
社
の

祭
事
に
つ
い
て
⑭
第
二
回
全
国
氏
子

青
年
の
集
い
に
参
加
し
て
⑮
神
職
帰

幽
⑯
日
記
抄
⑰
辞
令
⑱
県
神
職
歌
道

会
よ
り
お
知
ら
せ
⑲
あ
と
が
き
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神
社
庁
辞
令

八
月
一
日

岡
山
県
神
社
庁
顧
問
を
委
嘱
す
る

湯
浅　

正
敬

三
原　

千
幸

小
川　

暎
興

岡
山
県
神
社
庁
参
与
を
委
嘱
す
る

松
嶋　

章
雄

西
山　

峻
爾

實
森　

功　

清
瀬　

光
政

西
江　

愈
雄

出
雲
井
和
夫

十
二
月
一
日

録
事
に
任
ず
る

 

見
垣　

佳
子

庁
務
日
誌
抄

自　

平
成
十
八
年
六
月
一
日

至　

平
成
十
八
年
十
一
月
三
十
日

六
月

一
日　
　

月
次
祭

二
日　
　

雅
楽
自
主
研
修
（
笙
）

三
日　
　

神
楽
部
総
会

五
日　
　

財
務
委
員
会　

　
　
　
　

役
員
会

　
　
　
　

 

社
頭
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
研

修

　
　
　
　

青
少
年
対
策
委
員
会

六
日　
　

神
社
視
察
研
修

　
　
　
　

神
青
協
事
業
部
会

六
日
〜
七
日

　
　
　
　

中
国
地
区
社
頭
講
演
研
修
会

七
日　
　

雅
楽
自
主
研
修
（
笛
）

　
　
　
　

祭
式
部
会

八
日　
　

祭
祀
舞
自
主
研
修

十
二
日
〜
十
三
日

　
　
　
　

支
部
長
懇
話
会

十
五
日　

雅
楽
自
主
研
修
（
笙
）

十
九
日　

社
頭
講
話
研
修
会

　
　
　
　

伊
勢
神
宮
崇
敬
会
監
査

　
　
　
　

教
宣
部
会

二
六
日　

定
例
協
議
員
会

二
八
日　

雅
楽
自
主
研
修
（
龍
笛
）

　
　
　
　

役
員
会

七
月

三
日　
　

月
次
祭

五
日　
　

神
政
連
監
査

　
　
　
　

敬
婦
役
員
会

　
　
　
　

神
青
協
広
報
部
会

六
日　
　

祭
祀
常
任
委
員
会

　
　
　
　

祭
式
部
会

十
一
日　

祭
祀
舞
自
主
研
修

十
二
日　

臨
時
協
議
員
会

十
八
日　

神
政
連
役
員
会

十
九
日　

辞
令
伝
達
式
（
二
級
）

　
　
　
　

正
副
庁
長
会

二
四
日　

役
員
会

二
六
日　

雅
楽
自
主
研
修
（
龍
笛
）

二
七
日　

神
青
協
事
業
部
会

八
月

一
日　
　

月
次
祭

二
日　
　

総
代
会
監
査

　
　
　
　

総
代
会
役
員
会

三
日　
　

祭
祀
常
任
委
員
会

　
　
　
　

祭
式
部
会

　
　
　
　

教
宣
部
会

　
　
　
　

 

こ
ど
も
伊
勢
ま
い
り
ス
タ
ッ

フ
会

　
　
　
　

正
副
庁
長
会

十
日　
　

祭
祀
舞
自
主
研
修

十
一
日　

神
政
連
代
議
員
会

　
　
　
　

研
修
所
会
議

十
五
日　

閉
庁

十
八
日　

役
員
会

岡
山
県
神
社
庁
庁
報　

第
三
十
二
号　

印
刷　

十
四
ペ
ー
ジ

発
行　

昭
和
三
十
六
年
九
月
三
十
日

掲
載
記
事

　

 

①
庁
長
挨
拶（
庁
長
再
任
に
当
り
て
）

②
昭
和
三
十
六
年
定
例
岡
山
県
神
社

庁
協
議
員
会
開
会
③
本
庁
設
立
十
五

周
年
記
念
大
会
に
お
い
て
本
県
神
職

総
代
三
十
六
氏
表
彰
④
会
合
（
昭
和

三
十
五
年
度
支
部
長
会
、
昭
和
三
十

六
年
度
青
年
神
職
会
総
会
、理
事
会
、

教
化
委
員
会
役
員
会
、
教
化
委
員
会

総
会
、
県
神
社
総
代
会
評
議
員
会
、

神
社
庁
神
楽
部
総
会
、
理
事
会
、
宗

教
情
操
教
育
研
究
会
、
青
神
会
役
員

会
）
⑤
神
職
服
制
に
つ
い
て
⑥
神
社

本
庁
新
規
程
施
行
⑦
教
化
委
員
会
だ

よ
り
⑧
支
部
だ
よ
り
⑨
第
七
回
本
庁

主
催
中
堅
神
職
教
養
講
習
会
に
参
加

し
て
⑩
昭
和
三
十
四
年
度
岡
山
県
神

社
庁
決
算
書
⑪
昭
和
三
十
六
年
度
岡

山
県
神
社
庁
予
算
案
⑫
昭
和
三
十
四

年
度
岡
山
県
神
社
総
代
会
決
算
書
⑬

昭
和
三
十
六
年
度
岡
山
県
神
社
総
代

会
予
算
案
⑭
支
部
役
員
名
簿
⑮
神
職

帰
幽
⑯
辞
令
⑰
日
記
抄

岡
山
県
神
社
庁
庁
報　

第
三
十
三
号　

未
入
手

岡
山
県
神
社
庁
庁
報　

第
三
十
四
号　

未
入
手

岡
山
県
神
社
庁
庁
報　

第
三
十
五
号　

印
刷　

六
ペ
ー
ジ

発
行　

昭
和
三
十
九
年
六
月
十
五
日

掲
載
記
事

　

 

①
巻
頭
言
（
教
化
の
道
）
②
昭
和
三

十
八
年
度
教
化
部
長
会
議
③
第
二
回

中
州
九
県
神
職
大
会
開
催
さ
る
④
神

社
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
⑤
珍
ら
し
い
歳
柴

の
行
事
⑥
幽
学
大
原
先
生
⑦
宗
教
法

人
の
登
記
制
度
変
更
に
つ
い
て
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二
一
日　

神
青
協
事
業
部
会

二
三
日　

監
査
会

　
　
　
　

総
代
会
評
議
員
会

三
十
日
〜
三
一
日

　
　
　
　

中
国
地
区
教
化
会
議

三
十
日　

正
副
庁
長
会

九
月

一
日　
　

月
次
祭

四
日　
　

祭
祀
委
員
会

　
　
　
　

 

こ
ど
も
伊
勢
ま
い
り
ス
タ
ッ

フ
会

五
日　
　

教
化
委
員
会

六
日　
　

雅
楽
自
主
研
修
（
龍
笛
）

七
日　
　

財
務
委
員
会

　
　
　
　

総
務
委
員
会

八
日　
　

神
青
協
祭
式
研
修
会

十
日　
　

総
代
会
全
国
大
会（
福
島
県
）

十
一
日　

 

世
界
連
邦
岡
山
県
宗
教
者
大

会

　
　
　
　

神
宮
大
麻
頒
布
推
進
委
員
会

　
　
　
　

同
常
任
委
員
会

十
三
日
〜
十
四
日

　
　
　
　

中
国
地
区
女
子
神
職
研
修
会

十
三
日　

神
青
協
三
役
会

十
九
日　

神
青
協
役
員
会

　
　
　
　

特
殊
神
事
部
会

二
十
日　

祭
式
部
会

　
　
　
　

神
宮
大
麻
頒
布
始
報
告
祭

　
　
　
　

班
幣
式

　
　
　
　

 

神
宮
大
麻
頒
布
モ
デ
ル
支
部

推
進
会
議

二
一
日　

辞
令
伝
達
式
（
二
級
上
）

二
六
日　

全
国
敬
婦
常
任
委
員
会

　
　
　
　
（
岡
山
県
）

二
七
日
〜
二
八
日

　
　
　
　

全
国
敬
婦
大
会
（
岡
山
県
）

二
八
日　

総
務
委
員
会

二
九
日　

広
報
部
会

　
　
　
　

事
業
部
会十

月

二
日
〜
四
日

　
　
　
　

中
国
地
区
神
社
庁
職
員
研
修

五
日　
　

財
務
委
員
会

十
一
日　

祭
式
部
会

十
八
日　

総
務
委
員
会

二
三
日　

 
伊
勢
神
宮
崇
敬
会
理
事
評
議

員
会

二
五
日　

青
少
年
対
策
委
員
会

二
六
日　

女
子
神
役
員
会

二
七
日　

役
員
会十

一
月

一
日　
　

月
次
祭

九
日　
　

祭
祀
舞
部
自
主
研
修

　
　
　
　

雅
楽
自
主
研
修
（
龍
笛
）

十
五
日　

閉
庁

十
六
日　

臨
時
協
議
員
会

二
十
日
〜
二
一
日

　
　
　
　

全
国
教
化
会
議

二
一
日　

教
宣
部
会

　
　
　
　

広
報
部
会

　
　
　
　

事
業
部
会

神

職

任

免

就
任
発
令
の
部

年
月
日

鎮　

座　

地

神
社
名

本
兼
務
職

氏　

名

18
・
7
・
1

津
山
市
西
横
山

森

神

社

兼　

宮
司

松
岡　

重
彰

18
・
7
・
1

津
山
市
東
横
山

稲

荷

神

社

兼　

宮
司

松
岡　

重
彰

18
・
7
・
1

津
山
市
大
篠

大
佐
々
神
社

兼　

宮
司

松
岡　

重
彰

18
・
7
・
1

津
山
市
荒
神
山

熊

野

神

社

兼　

宮
司

國
米　

瑞
穂

18
・
7
・
1

津
山
市
荒
神
山

下

種

神

社

兼　

宮
司

國
米　

瑞
穂

18
・
7
・
1

小
田
郡
矢
掛
町
江
良

宮

神

社

本　

禰
宜

渡
邉　

泰
年

18
・
7
・
1

新
見
市
哲
多
町
田
渕

荒

戸

神

社

本　

宮
司

名
越　

正
明

18
・
7
・
10

小
田
郡
矢
掛
町
矢
掛

矢

掛

神

社

本　

禰
宜

鳥
越　

充
久

18
・
8
・
7

勝
田
郡
奈
義
町
中
島
西

吉

野

神

社

本　

宮
司

髙
山　

命
之

18
・
8
・
7

勝
田
郡
勝
央
町
田
井

西

宮

神

社

兼　

宮
司

髙
山　

命
之

18
・
8
・
7

勝
田
郡
勝
央
町
豊
久
田

八

幡

神

社

兼　

宮
司

髙
山　

命
之

18
・
8
・
7

勝
田
郡
勝
央
町
曽
井

月

村

神

社

兼　

宮
司

髙
山　

命
之

18
・
8
・
7

勝
田
郡
奈
義
町
荒
内
西

伊

勢

神

社

兼　

宮
司

髙
山　

命
之

18
・
8
・
7

勝
田
郡
奈
義
町
中
島
東

松

神

神

社

兼　

宮
司

髙
山　

命
之

18
・
8
・
7

勝
田
郡
奈
義
町
上
町
川

町

川

神

社

兼　

宮
司

髙
山　

命
之

18
・
8
・
8

井
原
市
芳
井
町
西
三
原

糸
崎
八
幡
神
社

本　

宮
司

田
邉　

文
隆

18
・
8
・
8

井
原
市
芳
井
町
宇
戸
川

八

幡

神

社

兼　

宮
司

田
邉　

文
隆

18
・
8
・
8

井
原
市
芳
井
町
簗
瀬

青

龍

神

社

兼　

宮
司

田
邉　

文
隆

18
・
8
・
8

井
原
市
芳
井
町
簗
瀬

杵

築

神

社

兼　

宮
司

田
邉　

文
隆

二
四
日　

祭
式
部
会

　
　
　
　

特
殊
神
事
部
会

　
　
　
　

女
子
神
自
主
研
修

二
七
日
〜
二
九
日

　
　
　
　

神
宮
新
穀
感
謝
祭
団
体
参
拝
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編
集
後
記

◆ 

昨
年
の
神
社
庁
役
員
改
選
に
伴
い

各
委
員
会
の
顔
ぶ
れ
も
様
変
わ
り
し

た
。
広
報
部
も
新
た
な
メ
ン
バ
ー
で

事
業
を
引
き
継
ぐ
事
と
な
り
、
部
員

の
ア
イ
デ
ィ
ア
を
結
集
し
て
親
し
み

易
い
庁
報
に
な
る
よ
う
鋭
意
努
力
す

る
所
存
で
あ
る
。

◆ 

本
年
は
、
第
六
十
二
回
伊
勢
神
宮
式

年
遷
宮
岡
山
県
本
部
の
結
成
式
や
役

員
改
選
、
神
社
庁
の
機
構
改
革
等
大

き
な
事
業
を
展
開
す
る
年
と
な
り
、

新
生
神
社
庁
と
し
て
ス
タ
ー
ト
す
る

年
で
も
あ
る
。
真
の
意
味
で
良
き
年

と
な
る
よ
う
願
っ
て
や
ま
な
い
。

広
報
部
長　

太
田

年
月
日

鎮　

座　

地

神
社
名

本
兼
務
職

氏　

名

18
・
10
・
23

岡
山
市
灘
崎
町
彦
崎

天

神

社

本　

宮
司

田
中　

幹
雄

18
・
10
・
28

浅
口
市
鴨
方
町
地
頭
上

日

吉

神

社

本　

禰
宜

西
山　

貞
子

18
・
10
・
31

高
梁
市
成
羽
町
成
羽

森

神

社

兼　

宮
司

干
田
尾　

悟

18
・
11
・
13

玉
野
市
田
井

田
井
八
幡
宮

本　

宮
司

萩
野　

泰
子

18
・
11
・
14

玉
野
市
田
井

田
井
八
幡
宮

本　

禰
宜

萩
野　

昭
彦

神

職

帰

幽

年
月
日

鎮　

座　

地

神
社
名

本
兼
務
職

氏　

名

18
・
7
・
12

勝
田
郡
奈
義
町
中
島
東

松

神

神

社

本　

宮
司

髙
山　
　

聖

18
・
9
・
15

瀬
戸
内
市
邑
久
町
尻
海

若
宮
八
幡
宮

本　

宮
司

川
﨑　

弘
海

18
・
10
・
23

岡
山
市
灘
崎
町
彦
崎

天

神

社

本　

宮
司

田
中　

幹
雄

18
・
10
・
28

浅
口
市
鴨
方
町
地
頭
上

日

吉

神

社

本　

禰
宜

西
山　

貞
子

お
詫
び
と
訂
正

第
一
〇
一
号
の
神
職
任
免
の
欄
に
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
の
で
左
記
の
通
り
訂
正
し
、
お
詫
び

を
申
し
上
げ
ま
す
。

就
任
発
令
の
部

平
成
十
八
年
四
月
一
日　

真
庭
市
古
見　
　

八
幡
神
社　
　

本　

禰
宜　
　

牧　
　

宗
司

退
任
発
令
の
部

年
月
日

鎮　

座　

地

神
社
名

本
兼
務
職

氏　

名

18
・
7
・
1

新
見
市
哲
多
町
田
渕

荒

戸

神

社

本　

禰
宜

名
越　

正
明

18
・
7
・
12

勝
田
郡
奈
義
町
中
島
東

松

神

神

社

本　

宮
司

髙
山　
　

聖

18
・
8
・
7

井
原
市
芳
井
町
西
三
原

糸
崎
八
幡
神
社

本　

宮
司

田
邉　

祥
宏

18
・
8
・
8

井
原
市
芳
井
町
西
三
原

糸
崎
八
幡
神
社

本　

禰
宜

田
邉　

文
隆

18
・
8
・
11

高
梁
市
中
井
町
津
々

御

嶽

神

社

兼　

宮
司

髙
岡　
　

浩

18
・
8
・
11

高
梁
市
中
井
町
西
方

熊

野

神

社

兼　

宮
司

髙
岡　
　

浩

18
・
9
・
15

瀬
戸
内
市
邑
久
町
尻
海

若
宮
八
幡
宮

本　

宮
司

川
﨑　

弘
海

18
・
10
・
10

瀬
戸
内
市
邑
久
町
尻
海

若
宮
八
幡
宮

本　

禰
宜

川
﨑　

経
夫

18
・
10
・
11

高
梁
市
中
井
町
西
方

三

神

社

兼　

宮
司

髙
岡　
　

浩

18
・
10
・
11

高
梁
市
中
井
町
西
方

御

嶽

神

社

兼　

宮
司

髙
岡　
　

浩

年
月
日

鎮　

座　

地

神
社
名

本
兼
務
職

氏　

名

18
・
8
・
8

井
原
市
芳
井
町
梶
江

三

所

神

社

兼　

宮
司

田
邉　

文
隆

18
・
8
・
8

井
原
市
芳
井
町
東
三
原

中
山
天
神
社

兼　

宮
司

田
邉　

文
隆

18
・
8
・
12

高
梁
市
中
井
町
西
方

熊

野

神

社

兼　

宮
司

安
達　

明
治

18
・
8
・
12

高
梁
市
中
井
町
津
々

御

嶽

神

社

兼　

宮
司

安
達　

明
治

18
・
9
・
22

井
原
市
井
原
町

皇
太
子
神
社

兼　

宮
司

田
邉　

文
隆

18
・
10
・
11

倉
敷
市
中
庄

熊

野

神

社

本　

禰
宜

大
森　

博
文

18
・
10
・
11

倉
敷
市
中
庄

熊

野

神

社

本　

権
禰
宜

大
森　

明
子

18
・
10
・
11

備
前
市
香
登
本

大

内

神

社

本　

宮
司

川
﨑　

経
夫

18
・
10
・
11

備
前
市
坂
根

八

幡

宮

兼　

宮
司

川
﨑　

経
夫

18
・
10
・
11

備
前
市
新
庄

八

幡

宮

兼　

宮
司

川
﨑　

経
夫

18
・
10
・
11

備
前
市
大
内

大

瀧

神

社

兼　

宮
司

川
﨑　

経
夫

18
・
10
・
11

備
前
市
香
登
西

石
長
姫
神
社

兼　

宮
司

川
﨑　

経
夫

18
・
10
・
12

高
梁
市
中
井
町
西
方

三

神

社

兼　

宮
司

安
達　

明
治

18
・
10
・
12

高
梁
市
中
井
町
西
方

御

嶽

神

社

兼　

宮
司

安
達　

明
治

18
・
10
・
24

瀬
戸
内
市
邑
久
町
上
笠
加

八

幡

宮

兼　

宮
司

川
﨑　

経
夫

18
・
10
・
24

瀬
戸
内
市
邑
久
町
尻
海

若
宮
八
幡
宮

兼　

宮
司

川
﨑　

経
夫

18
・
11
・
1

高
梁
市
成
羽
町
成
羽

森

神

社

兼　

宮
司

髙
田　

賢
彦

18
・
11
・
14

玉
野
市
田
井

田
井
八
幡
宮

本　

宮
司

萩
野　

昭
彦




